
従業員の仕事と生活の両立推進に取り組む区内企業に、ワーク・ライフ
・バランス支援アドバイザー（社会保険労務士）を無料で派遣します（お
おむね3カ月間）。働き方改革の一環として「仕事と子育て・介護などの
両立支援に取り組みたい」という企業の方は、ぜひご活用ください。
アドバイザーによる支援内容
①ワーク・ライフ・バランス推進に関する意識啓発・助言および法律な
どの情報提供
②職場環境整備に向けた提案
③育児・介護休業法に関する就業規則作成・改正の支援

【対象】 次の全ての要件に該当する6事業所▲

葛飾区内に本社または主たる事業所がある▲

常時雇用する労働者数（パートタイマーも含む）が300人以下の企業、
一般社団法人または一般財団法人など▲

ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいる、または取り組み
を予定している▲

育児・介護休業法に基づく就業規則を作成・改正予定である▲

過去にアドバイザーの派遣を受けたことがない

【申請方法】 所定の申請書を12月11日㈮までに持参か郵送（先着順）。申
請書は区ホームページから取り出せます。
【申請書配布・申し込み・担当課】
〒１２４‐００１２立石5‐27‐1ウィメンズパル内人権推進課
�03‐5698‐2211
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�０３‐５６５４‐８６１２
～５

�０３‐５６７２‐２８３３

�０３‐５６５４‐８６１２
～５

�０３‐５６５４‐８６１６
保健センター（７面上欄参照）
（要電話予約）
健康ホットラインかつしか
（電話相談のみ） �０３‐３６０２‐１２４４
患者相談窓口（電話相談のみ）

�０３‐３６０２‐１２２６

男女平等推進センター（要電話予約）
�０３‐５６９８‐２２１３

男女平等推進センター（要電話予約）
�０３‐５６９８‐２２１１

男女平等推進センター（要事前予約）
�０３‐５６５４‐８１４８

区民相談室
予約が必要です。
相談日の２週間前
の午前８時３０分か
ら受け付け。

区民相談室
予約は必要あり
ません。
直接お越しくだ
さい。

火～金曜 午後１時～４時４０分
金町・新小岩北地区センターで
の相談は休止しています。

１１／１０・２４㈫ 午後１時～３時５０分

１１／１９㈭ 午後１時～３時４５分

１１／１７㈫ 午後１～４時

水曜 午前１０時～午後３時４０分

１１／１０・２４㈫ 午前１０時～正午

休止しています

１１／１２㈭ 午後１～４時

１１／６・２０㈮ 午後１～４時

１１／２・１６㈪ 午後１～４時
１１／９㈪ 午前１０時～午後４時

月～金曜
午前８時３０分～午後５時

月～金曜 午前８時４５分～午後５時

精神科医が相談に応じます。

月～金曜
午前８時３０分～午後８時

月～金曜 午前９時～午後５時

月・火・木・金曜 午前１０時～午後５時
水曜 午後１～８時（午後５時以降は
電話相談のみ・男性からの相談
も可）

月・木曜 午前１０時～午後５時

火曜 午後１時３０分～４時３０分

１１／２１㈯
午後１時３０分～４時３０分

法律相談 電 ビ

不動産取引
相 談 電

登記・測量
相 談 電

遺言書・遺産分割
協議書の書き方
相談 電 ビ

税 金 相 談 電

成年後見セン
ター出張相談
人権身の上相談
行 政 相 談
年金・社会保険・
労働問題相談電
建築・リフォーム
なんでも相談電
青少年の生活
相 談

住宅修繕相談電
区政・一般相談電
交通事故相談電

精神保健相談

健康に関する
相 談
患 者 か ら の
医 療 相 談

悩みごと相談
（女性対象）電

女性に対する
暴 力 相 談 電

法 律 相 談
（女性対象）電

LGBTs相談電 ビ

１１月３日（火・祝）・２３日（月・祝）の相談はありません。
電…電話での相談も可 ビ…ビデオ通話での相談も可
※利用可能なビデオ通話アプリ

フ ェ イ ス タ イ ム グ ー グ ル デ ュ オ ス カ イ プ

（FaceTime／Google Duo／Skype）

区民相談11月分
相談に関する資料があればお持ちください。

福祉管理課（要電話予約）
�０３‐５６５４‐８２４３
消費生活センター（ウィメンズパル内）

�０３‐５６９８‐２３１１
ワークスかつしか（シニア活動支援
センター内） �０３‐３６９２‐３１８１

しごと発見プラザかつしか（テクノ
プラザかつしか内）

�０３‐５６８０‐８７６５

産業経済課（テクノプラザかつしか内）
（要電話予約） �０３‐３８３８‐５５５６

ボランティア・地域貢献活動センター
（ウェルピアかつしか内）

�０３‐５６９８‐２５１１

新小岩地区センター（直接会場へ）

�０３‐５６９８‐１５３１

�０３‐５６６８‐７６０３

�０３‐３６０２‐１３８６
�０３‐３６０２‐１３８８

�０３‐３６０２‐１３９１

�０３‐３６０２‐１３８９

（要電話予約）
�０３‐６８２３‐１８４８

区民相談室
Katsushika City Office

�０３‐５６５４‐８６１７

障害福祉課
（区役所２階２０１番）

総合教育センター

子ども
総合センター

新小岩地区センター
高砂地区センター
堀切地区センター
区民相談室

金曜 午後１時３０分～３時３０分

月～金曜
午前９時～午後４時３０分

月～金曜 午前９時～午後５時

火・木曜 午前１０時～午後４時
月～金曜 午前１０時～午後７時（要予約）
１１／７・２１㈯ 午前１０時～午後５時（要予約）

月～金曜 午前１０時～午後５時

月～金曜 午前１０時～午後４時

一般相談 月～金曜、第１・３土曜
午前８時３０分～午後５時
専門相談（税理士・弁護士・社労士
による相談）は予約が必要です。
出張相談 １１／１８㈬ 午後２～４時

月～金曜 午前９時～午後５時

月～金曜 午前９時～午後５時
来所は要電話予約
月～土曜 午前８時３０分～午後５時
月～金曜 午前８時３０分～午後５時

月～金曜 午前８時３０分～午後５時

月～土曜 午前８時３０分～午後５時

１１／２㈪ 午前１０時～午後５時
１１／１０㈫ 午前１０時～午後５時
１１／１７㈫ 午前１０時～午後５時
１１／２７㈮ 午前１０時～午後４時
１１／１３㈮ 午後１～４時
在留カードをご持参ください。
外国人を雇用している事業者も
利用できます。

１１／２・９・１６・３０㈪、２４㈫
午後０時３０分～４時３０分
１１／２・９・１６・３０（Mon）、２４（Tue）
０：３０pm～４：３０pm
１１月２日・９日・１６日・３０日（星期一）、
２４日（星期二）
中午１２時３０分、至下午４時３０分

福祉サービス
苦 情 調 整

消費生活相談電

５５歳以上の就業
相談・あっせん
内 職 相 談
就 職 相 談
あ っ せ ん
中 小 企 業
経 営 相 談
事業承継に関わる
税 務 相 談

ＮＰＯ活 動 に
関 す る 相 談

手 話 相 談

教 育 相 談
い じ め 相 談
総 合
発 達
妊娠・出産どう
しようコール
児 童 虐 待
通 報

若 者 相 談
【対象】ひきこもり
やさまざまな悩み
を持つおおむね１５
～３９歳の方
外国人の入国・
在留・帰化・就労
など手続き相談
（日本語対応）電

外国人 生 活 相 談
ForeignResident’s
AdvisoryDesk
外国人生活咨 室
（Consultation by
telephone is also
possible/也可以
咨 ） 電

子
ど
も
の
相
談

ワーク・ライフ・バランス
支援アドバイザー派遣
ワーク・ライフ・バランス
支援アドバイザー派遣
ワーク・ライフ・バランス
支援アドバイザー派遣

従従業業員員がが安安心心ししてて
働働けけるる職職場場づづくくりり
ををササポポーートト

マイナンバーに関するお問い合わせは
葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター

午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）�0570-66-6754 令和2年（2020年）10月15日 No.１８１７

本紙はUD（ユニバーサルデザイン）フォントを使用しています。
（３）


